
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

権
利
制
限
規
定
の
改
正

一

情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
対
応
し
た
権
利
制
限
規
定
の
整
備

１

著
作
物
は
、
技
術
の
開
発
等
の
た
め
の
試
験
の
用
に
供
す
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
著
作
物
に
表
現
さ
れ
た
思
想
又
は

感
情
を
自
ら
享
受
し
又
は
他
人
に
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に

お
い
て
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
四
関
係
）

２

電
子
計
算
機
に
お
け
る
利
用
に
供
さ
れ
る
著
作
物
に
つ
い
て
、
当
該
利
用
を
円
滑
又
は
効
率
的
に
行
う
た
め
に
当
該

利
用
に
付
随
す
る
利
用
に
供
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
七
条
の
四
関
係
）

３

電
子
計
算
機
を
用
い
て
、
情
報
を
検
索
し
又
は
情
報
解
析
を
行
い
、
及
び
そ
の
結
果
を
提
供
す
る
者
は
、
公
衆
へ
の

提
供
又
は
提
示
が
行
わ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
の
目
的
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
行

為
に
付
随
し
て
、
軽
微
な
利
用
を
行
う
こ
と
等
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
七
条
の
五
関
係
）

二

国
立
国
会
図
書
館
が
絶
版
等
資
料
に
係
る
著
作
物
に
つ
い
て
自
動
公
衆
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
対
象
の
範
囲
を
、



図
書
館
等
に
類
す
る
外
国
の
施
設
に
拡
大
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
第
三
項
関
係
）

三

学
校
等
に
お
い
て
教
育
を
担
任
す
る
者
等
は
、
そ
の
授
業
の
過
程
に
お
け
る
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
公
衆
送
信
等
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
当
該
公
衆
送
信
に
係
る
補
償
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
等
関
係
）

四

視
覚
障
害
者
等
に
係
る
権
利
制
限
規
定
の
対
象
者
の
範
囲
を
視
覚
障
害
そ
の
他
の
障
害
に
よ
り
視
覚
に
よ
る
表
現
の
認

識
が
困
難
な
者
に
拡
大
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
第
三
項
関
係
）

五

美
術
の
著
作
物
又
は
写
真
の
著
作
物
を
原
作
品
に
よ
り
公
に
展
示
す
る
者
は
、
当
該
著
作
物
の
解
説
又
は
紹
介
を
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
を
複
製
し
、
上
映
し
、
又
は

自
動
公
衆
送
信
を
行
う
こ
と
等
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
七
条
関
係
）

第
二

著
作
権
者
不
明
等
の
場
合
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
の
円
滑
化

国
又
は
地
方
公
共
団
体
等
が
著
作
権
者
不
明
等
の
場
合
に
文
化
庁
長
官
の
裁
定
を
受
け
て
著
作
物
を
利
用
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
補
償
金
の
供
託
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
七
条
等
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等



一

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
三
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


